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令和５年度制度改正等の課題解決環境整備事業のご案内

専門家からアドバイスを
もらいませんか

昨年に加え本年度も多くの制度改正が控えており、大きなところでは、いよいよ「インボイス制度」
が開始されます。準備や予想されるリスク対策など考慮すべきことが多いですが、本事業では、
制度改正に対応し経営課題の解決に取り組む事業者の方々を対象に、豊富な経験と実績をもつ専
門家によるセミナーや直接事業所に派遣し、アドバイスを行う専門家派遣事業を行っています。
正しい情報収集と早めに具体的な対策を打つ準備に本事業をご活用ください。

大企業で先行して改正されていた、時間外労働の割増賃金率引き上げが中小企業でも開始されます。
長時間労働の抑制が目的で、時間外労働が月６０時間を超える場合は、超えた時間に対して割増賃金
率が５０％以上に引き上げられます。（現行２５％）

施行日：2023年 4月 1日

月６０時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げ
労働基準法

月６０時間を超える法定時間外労働に対しては、
使用者は５０％以上の率で計算した割増賃金を支
払わなければなりません。

深夜・休日労働の取扱い

月６０時間を超える時間外労働を深夜（２２：００
～５：００）の時間帯に行わせる場合､深夜割増賃
金率２５％＋時間外割増賃金率５０％＝７５％と
なります。

深夜労働との関係
月６０時間を超える法定時間外労働を行った労働
者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の
支払の代わりに有給の休暇（代替休暇）を付与す
ることができます。

代替休暇への振替

月６０時間の時間外労働時間の算定には、法定休
日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外
の休日に行った労働時間は含まれます。

休日労働との関係

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更
が必要となる場合があります。

就業規則の変更

問
い
合
わ
せ

山梨県中小企業団体中央会
〒400-0035　山梨県甲府市飯田2-2-1（山梨県中小企業会館４F）
電話：055-237-3215　FAX：055-237-3216
e-mail ：webmaster@chuokai-yamanashi.or.jp

本会

〒403-0009　山梨県富士吉田市富士見6-17-15
電話：0555-22-2166　FAX：0555-22-8465富士・東部事務所

yamanashi Federation of Small Business Associations

続きは裏面をご覧ください



　社会の流れや人々の意識の変革にあわせて、法律や制度も変化していきます。これらの変化に対して柔軟
に対応できる組織体制や経営基盤を構築していかなければなりません。
　今後改正される法律の変更点を理解したうえで、内部規定の改定や従業員への周知、経営改善や新たな事
業の取り組みの検討などにもご活用ください。
　
　また、中央会では人材の確保や事業後継者の教育・育成、企業の新たな取り組みに対する事業計画の策定
や経営改善に係る相談、会計・税務の適正化、事業承継への対応、ＢＣＰ（事業継続計画）の策定など中小企
業経営の上で発生する課題解決のため、専門家による相談対応、組合活動を通した講習会実施などの支援を
行っています。組合等担当指導員を通じて支援ニーズをお寄せ頂き、本事業をご活用ください。

働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、２０１９年
４月から適用されています。
長時間労働の背景に、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の
上限について適用が５年間猶予されていた建設業及び運送業においても時間外労働に
対する罰則付きの上限規制がスタートします。

施行日：2024年 4月 1日

労働時間上限規制の適用が拡大
労働基準法

自社の荷物や人を運ぶ「白ナンバー」車への点呼・アルコールチェックが義務化されました。
２０２２年１０月からはアルコールチェッカーを用いたアルコールチェックが予定されていましたが、
機器の供給が間に合わず無期限で延期されています。
政府は「見通しが立ち次第、できるだけ早期に使用義務化規定を適用する」としており、適用開始時
期はすぐかもしれません。
　
アルコールチェックを怠った場合、安全運転管理者の業務違反となり「安全運転管理者の解任命令」
が出される可能性があります。実質的な業務停止に陥らないよう準備する必要があります。施行時期
にこだわらずに機器選定を行うとともに、すでに開始している点呼や記録の運用をする中で、非効率
な部分があれば見直すなど対策をしていきましょう。

施行日：2022年 4月施行済み（現状アルコールチェッカー使用義務化が延期されている）

アルコールチェッカー使用義務化
道路交通法

２０２４年からの時間外労働の上限についての取り扱い

対象

原 則 建設業・自動車運転の業務とも：月４５時間、年３６０時間まで

特別条項付き３６協定を
締結することで

建設業：年７２０時間、単月１００時間未満
［原則（月４５時間  年３６０時間）を超える時間外労働をできる期間は年６ヶ月まで］
自動車運転の業務：年９６０時間未満

安全運転管理者を配置している企業

色々な制度改正に対応する体制づくりをはじめよう

改正される制度の施行までに自社が行うべきことを整理し必要な対応を行っていきましょう。


